
女性の職業選択に資する情報の公表【令和８年度公表分】 

1. 女性職員の採用割合 

常勤職員（令和７年度採用）       

  
男性

(人) 

女性 

(人) 

総計 

(人) 

女性 

割合 

医師 32 16 48 33% 

一般事務 55 52 107 49% 

栄養士 1 3 4 75% 

化学 0 1 1 100% 

看護師 8 48 56 86% 

機械 5 0 5 0% 

建築 5 0 5 0% 

考古 1 1 2 50% 

作業療法士 2 1 3 33% 

司書 0 2 2 100% 

社会福祉士 3 11 14 79% 

獣医師 1 1 2 50% 

消防員 41 7 48 15% 

心理 1 5 6 83% 

電気 4 1 5 20% 

土木 7 2 9 22% 

農林水産 0 1 1 100% 

保育士 1 42 43 98% 

保健師 1 12 13 92% 

薬剤師 1 2 3 67% 

理学療法士 1 1 2 50% 

臨床検査技師 0 2 2 100% 

臨床工学技士 1 0 1 0% 

総計 171 211 382 55% 

※令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

に採用した職員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計年度任用職員（令和７年 4月 1日採用） 

部局 
男性

(人) 

女性 

(人) 

総計 

(人) 

女性 

割合 

市長部局等 279 2523 2802 90.0％ 

教育委員会 318 1242 1560 79.6％ 

病院局 37 260 297 87.5％ 

総計 634 4025 4659 86.4％ 

 

2. 離職率 

常勤職員（令和７年度） ※職員数 5114 人 

 
男性 女性 総計 

退職者（人） 105 107 212 

離職率 4.0％ 4.4％ 4.1％ 

※令和７年 4月 1日時点の職員数における令和７ 

年度中に自己都合で退職した職員の割合 

※職員数：再任用職員、任期付職員等を除いた人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 男女別育児休業取得率 

常勤職員（令和７年度） 

 男性 女性 

市長部局等 106.6％ 100.0％ 

教育委員会 83.3％ 100.0％ 

消防局 90.0％ 100.0％ 

病院局 88.9％ 100.0％ 

総計 98.2％ 100.0％ 

※令和７年度中に育児休業を 1 日以上取得した

職員の割合 

※取得率：「当該年度中に新たに育児休業が取得

可能となった職員数」に対する「当該年度以前

に取得可能となった者も含め、新たに取得した

者」の割合とする国と同様の方法で算出。その

ため、100％を超えることがある 

※「船橋市次世代育成支援及び女性職員の活躍

の推進に関する特定事業主行動計画」にて算出

している令和７年度の男性の育児休業取得率（1

週間以上の取得率）は 95.5％となる 

 

会計年度任用職員（令和７年度） 

 男性（件） 女性（件） 

市長部局等 1 18 

教育委員会 0 2 

病院局 0 8 

総計 1 28 

※取得率の算出が困難なため件数にて把握 

 

4. 育児休業の取得期間の分布状況 

常勤職員（令和 7年度） 

 男性 女性 

1 週間未満 3.6% 0.0% 

1 週間以上 2週間未満 4.5% 0.0% 

2 週間以上 1月以下 34.5% 0.0% 

1 月超 3月以下 23.6% 1.7% 

3 月超 6月以下 18.2% 0.8% 

6 月超 9月以下 6.4% 2.5% 

9 月超 12 月以下 5.5% 13.4% 

12 月超 24 月以下 2.7% 21.0% 

24 月超 0.9% 60.5% 

会計年度任用職員（令和 7年度） 

 男性 女性 

1 週間未満 0% 0% 

1 週間以上 2週間未満 0% 3.6% 

2 週間以上 1月以下 0% 25.0% 

1 月超 3月以下 100% 10.7% 

3 月超 6月以下 0% 10.7% 

6 月超 9月以下 0% 21.4% 

9 月超 12 月以下 0% 28.6% 

12 月超 24 月以下 0% 0% 

24 月超 0% 0% 

 

5. 男性の配偶者出産休暇等取得 

常勤職員（令和７年度） 

取得率 89.3％ 

※配偶者の出産休暇又は男性の育児参加休暇を

取得した割合 

 

6. 超過勤務の状況（月当たりの平均） 

常勤職員（令和７年度） 

男性 女性 平均 

17.1 時間 7.7 時間 12.4 時間 

 

会計年度任用職員（令和７年度） 

男性 女性 平均 

3.10 時間 1.86 時間 2.03 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 管理職等の女性の割合  

常勤職員（令和８年 4月 1日） 

課長級以上（7級以上） 13.37％ 

課長補佐級以上（6級以上） 25.00％ 

係長級以上（4級以上） 36.7％ 

※対象：行政職給料表（１）、企業行政職給料表

（１）が適用されている職員 

 

8. 各役職段階の職員の女性の割合 

常勤職員（令和８年 4月 1日） 

部局長級（９級） 

・次長級（8級） 
11.4％ 

課長級（7級） 13.8％ 

課長補佐級（6級） 32.2％ 

係長級（4・5級） 41.6％ 

※対象：行政職給料表（１）、企業行政職給料表

（１）が適用されている職員 

 



   
９．職員の給与の男女の差異 

令和８年度 職員の給与の男女の差異の情報公表 

１．全職員に係る情報 

 

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

＊ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で 
定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。 
 

(1) 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

本庁部局長・次長相当職             ９８．０％ 

本庁課長相当職             ９９．１％ 

本庁課長補佐相当職             ９６．６％ 

本庁係長相当職             ９４．０％ 
 

 

(2) 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

３６年以上             ８８．０％    

３１～３５年             ９１．０％ 

２６～３０年             ９０．８％ 

２１～２５年             ８７．８％ 

１６～２０年             ８６．６％ 

１１～１５年             ８７．２％ 

６～１０年             ９０．５％ 

１～５年             ９０．３％ 
 
【説明欄】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

任期の定めのない常勤職員             ８７．２％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員             ９０．３％ 

全職員             ７３．０％ 

常勤職員の所定勤務時間より勤務時間が短い短時間勤務職員等については，常勤職員の

所定勤務時間を参考として職員数を換算している。 

全職員に係る情報の「任期の定めのない常勤職員以外の職員」「全職員」について 

女性の会計年度任用職員の職員数が多いため、差異が出ている。 

「任期の定めのない常勤職員」に係る「(1)役職段階別」について 

扶養手当について、世帯主となっている男性に支給している場合が多く、扶養手当の男

女の差異は２２．９％である。 

一方で給料についての男女の差異は１００．３％でありほぼ差異がない。 

「任期の定めのない常勤職員」に係る「(2)勤続年数別」について 

 職員数について、男性は大卒の一般事務、女性は短大卒の保育士が多い。 

そのため、男性の初任給が高い傾向にあり、差異が出ている。 

 


